
開催日時
開催方法
主　　催
後　　援

2022年11月30日(水) 13:00-16:50
YouTubeによるライブ配信
一般財団法人 住宅改良開発公社
独立行政法人 住宅金融支援機構
一般社団法人 全国住宅供給公社等連合会
一般社団法人 プレハブ建築協会　　

ご参加には事前申込が必要です。

最新情報はWebサイトをご覧ください。

一般財団法人 住宅改良開発公社 住まい・まち研究所
TEL：03-3237-7411（代）　E-MAIL：hid_001@kairyoukousya.or.jp

お問い合わせ先

あしたの賃貸プロジェクト
第3回シンポジウム

不動産業界と
福祉業界の

融合に挑む賃貸住宅
11 302022

参加費無料 （事前登録制）
13:00-16:50

Wed.

今回の第３回シンポジウムでは、不動産業としての賃貸住宅と福祉の世界での賃貸住宅のあり方について、あらた
めて、みなさまとともに考える契機としたく、基調講演で住宅政策と福祉政策との連携の実状、事例講演では、賃貸
住宅を舞台にして、社会的課題に果敢に取り組んでおられる内容について、ご講演をいただきます。
本シンポジウムが、不安定な社会情勢、少子高齢化社会の中においても自分らしく暮らせる賃貸住宅づくりの議論
に少しでも寄与できれば、幸いです。

1974年生まれ。東北福祉大学社会福祉学部社会教育学科卒業後、横浜の特別養護老人ホー
ムに就職ののち、25歳で株式会社あおいけあを設立。平成24年11月「かながわ福祉サービス
大賞～福祉の未来を拓く先進事例発表会～」において大賞を受賞。平成28年10月NHK「プロ
フェッショナル～仕事の流儀～ “あなたらしさ”は、ここにある 介護施設経営者・加藤忠相」に
登場。令和元年5月18日「Ageing Asia Global Ageing Influencer 2019(アジア太平洋地域の高
齢化に影響を与えている最も影響力のある指導者)」に選ばれる。

1967年福岡県生まれ。東京大学卒業後、同博士課程修了。博士（工学）。古い集合住宅の住み
こなしや、アジアのスラムのまちづくり、戸建て住宅地のマネジメントなどを中心に、住宅地の
生成過程と運営過程について研究。

法政大学大学院経営学専攻修士課程修了。住宅金融支援機構にて主に賃貸住宅融資部門を
担当。2018年より、一般財団法人住宅改良開発公社住まい・まち研究所長、一級建築士、経営
学修士、カラーコーディネーター一級。

2012年、自身が上京した際の原体験から不動産仲介業を始める。その中で、高齢者が部屋を
借りにくい実態を知り、2019年9月に株式会社ノビシロを創業。高齢者が安心して暮らせる賃
貸住宅「ノビシロハウス亀井野」をオープン。

東京大学大学院
工学系研究科建築学専攻 教授

大月 敏雄

質疑応答 視聴者のみなさまからお寄せいただいた質問に、講演者が生で回答させていただきます。

日本の人口問題統計から未来を見据えた時に、医療介護専門職が危惧する「内なる国
防」といえる問題に住まいは準備できているのか？そのコンセプトモデルを介護屋目線
で考えてみたノビシロハウスをご紹介します。

超少子高齢化問題に『住まい』はどこまで踏み込むか？ 株式会社あおいけあ 代表取締役
加藤 忠相

株式会社ノビシロ
代表取締役

鮎川 沙代

住み替え理由で上位となった「立ち退き」の分析をベースに、母子・父子家庭世帯、生活
保護受給世帯、親を在宅介護している世帯、障がいのある子を持つ世帯などの住み替え
事情とさまざまな世帯の方がこれからの住まいに求めるサービスについて紹介する。

入居者から見た賃貸住宅住み替え事情と住まいへの希望
一般財団法人住宅改良開発公社　
住まい・まち研究所 所長

松本 眞理

14:20-14:50

高齢者の住まいを、高齢者専用住宅のように世代で区切るのではなく、若い世代の人と
共生し、お互いが支えあい、双方に価値のある暮らしができるようノビシロが考えた「ノ
ビシロハウス」の仕掛けや実態、今後の展望についてご紹介する。

高齢者と若者が共生できる賃貸住宅とは？
14:50-15:10

京都大学大学院エネルギー科学研究科修了。会社勤務の傍ら、東京にて困窮者へ住居提供
する活動を2011年から個人事業として開始。個人事業の8年間の経験を経て、2018年5月に
Rennovater株式会社を設立。現在は、関西中心に120室以上を提供している。

Rennovater株式会社
代表取締役

松本 知之

「全ての人に心休まる住まいを」をビジョンに掲げ、単身高齢者や低所得世帯等の一般
には敬遠されがちな世帯に対して安価に住居を提供するソーシャルベンチャーの取組
を紹介したい。民間企業が取り組む意義や、直面する課題・苦悩に関しても紹介したい。

誰でも住まうことができる賃貸住宅の限界に挑む
15:10-15:50

16:10-16:50

13:55-14:15

13:05-13:55

不動産×福祉で拡がる賃貸住宅の可能性
住宅政策と福祉政策の連携が、国レベルでも自治体レベルでも、居住の現場のレベ
ルでも求められている経緯から、住生活基本法と住宅セーフティネット法の展開、空家
特措法と最前線の現場について述べたい。

https://ashitanochintaipj.com/symposium3/

YouTube
にて

ライブ配信お申し込み締め切り：11月29日(火) 24：00


